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町からのお知らせ

◆ 

重
度
心
身
障
が
い
者
老
人
等
医
療
に
受
給

資
格
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

県
内
県
外
と
も
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

で
、
１
割
ま
た
は
３
割
負
担
の
額
か
ら
一
部

負
担
金
を
除
い
た
額
を
振
り
込
み
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
医
療

デ
ー
タ
で
確
認
す
る
た
め
、
診
療
月
の
約
３

か
月
後
の
月
末
の
振
込
と
な
り
ま
す
。

　

定(

低)

額
の

　
　
　

一
部
負
担
金
に
つ
い
て

乳
幼
児
医
療
・
心
身
障
が
い
者
医
療
・
母
子

医
療
・
重
度
心
身
障
が
い
老
人
等
医
療

●
外　

来

　

 

医
療
機
関
ご
と

　

１
か
月　

５
０
０
円

　

※
調
剤
薬
局
は
除
き
ま
す
。

●
入　

院

　

医
療
機
関
ご
と

　

１
か
月　

１
，
０
０
０
円

   （
た
だ
し
、
14
日
未
満
の
入
院
は
５
０
０
円
）

　

※ 

老
人
医
療
の
一
部
負
担
金
は
、
１
割
負

担
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

役
場　

保
険
年
金
課　

老
健
・
福
祉
医
療
係

☎
内
線
１
１
４
２
・
１
１
４
３

　

福
祉
医
療
制
度
と
し
て
、
下
表
の
各
医
療

に
つ
い
て
は
、公
費
負
担
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

各
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
医
療
費
の
一

部
が
助
成
さ
れ
ま
す
の
で
、
受
給
資
格
証
の

交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

重
度
心
身
障
が
い
老
人
等
医
療
に
受
給
資

格
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て

県
内
の
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
場
合

　

健
康
保
険
証
と
福
祉
医
療
受
給
資
格
証
を

病
院
な
ど
の
窓
口
に
提
示
し
、
い
っ
た
ん
保

険
診
療
分
の
支
払
い
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

診
療
を
受
け
た
月
か
ら
お
よ
そ
２
か
月
後

の
月
末
に
、
一
部
負
担
金
を
除
い
た
額
を
登

録
い
た
だ
い
た
口
座
に
自
動
的
に
振
り
込
み

し
ま
す
。

県
外
の
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
場
合

　

従
来
の
「
医
療
費
助
成
金
交
付
請
求
書
」

で
役
場
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

県
内
の
病
院
な
ど
で
の
支
払
い
が
困
難
な

場
合
は
、
貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

 

た
だ
し
、
支
払
い
が
一
部
負
担
金
を
除
い

て
１
万
円
以
上
と
な
る
場
合
や
所
得
制
限

な
ど
の
実
施
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ご
存
知
で
す
か
？

福
祉
医
療
制
度

ご
存
知
で
す
か
？

福
祉
医
療
制
度

ご
存
知
で
す
か
？

福
祉
医
療
制
度

制度名 対象となる方 申請に必要なもの

 老 ○ 昭和15年７月31日以前に生まれた方で70歳未
満の方（後期高齢者医療被保険者および母子医
療該当者を除く）

※ 本人・配偶者・扶養義務者(直系親族、兄弟姉妹)
とも市町村民税の所得割額が非課税の場合に限
り受給できます。

 ・保険証 ・印鑑 ・課税証明書
 ・振込先口座番号ほか

老人医療

 乳幼
○小学校就学前までの児童

 ・保険証 ・印鑑 ・課税証明書(所得控除額のわかるもの）
 ・振込先口座番号ほか乳幼児医療

  障 ○ 満1歳以上で身体障がい者手帳１級・２級また
は療育手帳Ａをお持ちの方
　（後期高齢者医療被保険者を除く）

 ・身体障がい者手帳または療育手帳
 ・保険証・印鑑 ・課税証明書(所得控除額のわかるもの）
 ・振込先口座番号ほか

心身障がい
医療

  母 ○ 18歳未満の児童を現に扶養している配偶者の
ない女性およびその児童
○ 父母のない18歳未満の児童およびその児童を
現に養育している配偶者のない女性
　※ 配偶者があっても、配偶者が重度の障がい者
で労働能力がないときは該当します。　　　
（後期高齢者医療被保険者を除く）

◎ 18歳未満の児童とは、18歳に達する以降の最
初の3月31日までの間にある児童をいいます。

・保険証・印鑑・課税証明書(所得控除額のわかるもの）
・振込先口座番号ほか・戸籍謄本など

母子医療

  重
○ 身体障がい者手帳１・２級または療育手帳Ａを
お持ちの方で、後期高齢者医療保険の該当者
○満75歳以上の方で、母 の該当者

・身体障がい者手帳または療育手帳・保険証・印鑑
・課税証明書(所得控除額のわかるもの）
・振込先口座番号ほか　

重度心身障
がい老人等
医療
◎医療保険法(国保や社会保険など)の被保険者または被扶養者であることが必要です。
◎対象となる方が広陵町に居住していること。


